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はじめに 

 

 

 近年、医療技術の進歩に伴い、医療的ケアを日常生活の中で必要としているこども（以下、

「医療的ケア児」という。）が増加しており、医療的ケア児の保育ニーズが高まっています。 

 このような状況を踏まえ、令和３年９月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関

する法律」（以下、「医療的ケア児支援法」という。）が施行され、地方公共団体は医療的ケア

児及びその家族に対する支援に係る施策を実施する責務を有すると明記されました。 

 医療的ケア児に保育を提供する場合、市内の医療的ケア児の実態を把握・共有し、適切な

就園・支援が受けられるよう検討協議を行う会議（以下、「就園支援会議」という。）の参加機

関などとの連携が必須であるとともに、医療的ケアが安全に実施される環境が整っているこ

とや、職員による保育中の体調変化への気付き、緊急時における迅速な対応や連絡体制の整

備等、様々な準備が求められます。 

 また、医療的ケア児の発達に合わせ、保育所等が提供する医療的ケアや支援の内容も関係

機関と情報を共有しながら最適な保育内容となるよう見直しを図っていくことも重要です。 

 本ガイドラインは、医療的ケア児及びその保護者が安心して保育所等を利用でき、保育所

等においては、安全な受入れが可能となるよう、保護者の手続きや保育の利用調整から入所

までの流れ、受入れ時の留意事項などをまとめたものとなります。 

 本ガイドラインに基づき、保護者や医療機関、就園支援会議の共通認識のもとで、安全性

を確保しながら保育所等への入所が円滑に進められるよう対応してまいります。 
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第１章 基本的事項 

１ 受入れ要件 

  次の事項がすべて満たされていることを要件とします。 

 ⑴ 保護者等の就労など保育を必要とする理由により、保育所及び認定こども園（以下、

「保育所等」という。）で保育が必要であると認められること。 

 ⑵ 医療的ケア児及びその保護者が藤枝市内に居住していること。 

 ⑶ 「医療的ケアに関する医師の意見書（第６号様式）」（以下、「医師の意見書」という）

により集団保育が可能であると認められること。 

 ⑷ 体験保育の実施を踏まえ、保育所等において、集団保育を実施することが可能である

と就園支援会議で認められること。 

 ⑸ 保育所等において、医療行為の実施が可能であり設備や受入れ体制が整えられている

こと。 

 ⑹ 保護者が日常的に実施している医療的ケアが確立しており、安定した医療的ケアが行

われていること。 

 

２ 医療的ケアの内容 

  対象となる医療的ケアの内容は、原則として下表の医療行為の実施を基本とします。   

医療的ケアの種類 内 容 

経管栄養 経鼻、胃ろう、腸ろう 

喀痰吸引 口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内 

導尿 一部要介護、完全要介護 

その他 保育所で受入れ可能な医療行為 

 

３ 対象児童 

  受入れ要件を満たした医療的ケア児とします。 

 

４ 受入れ体制 

 ⑴ 受入れ時期は、一次申請における申請者の入所希望月とします。なお、二次及び三次

申請については、別途こども課へご相談いただきます。 

 ⑵ 医療的ケアを実施する施設（以下、「実施施設」という。）は、保護者の希望を基に、保

育の利用調整を経て受入れ可能と判断した保育所等とします。 
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 ⑶ 保育所等における保育時間は原則、月曜日から金曜日の 8時 30 分から 16 時 30 分の短

時間保育を基本とし、実施施設と協議して決定します。 
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第２章 利用開始までの流れ 

１ フローチャート 

No 項 目 対象 備  考 

 

(1) 利用相談 保護者→こども課 ガイドラインに基づく説明・書類配布 

 

(2) 施設見学 保護者→実施施設 実施施設にて日程調整・見学受入れ 

 

 

(4) 体験保育オリエンテーションの
日程連絡 

実施施設→保護者 日程調整 

 

(5) 体験保育オリエンテーション 実施施設→保護者 体験保育の内容の確認 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

(3) 体験保育に係る書類の提出 保護者→こども課 

こども課は受領後に、次の書類内容を確認
し、「医療的ケア実施申込書」「医師の意見
書」「児童の状況調査票」の写しを実施施
設に送付 

(6) 体験保育の実施（７月～９月） 
保護者・実施施設・
こども発達支援課 

生活やケア内容の確認 

(7) 集団保育の可否の検討 こども課 
就園支援会議の結果、集団保育の可否につ
いて通知を送付（こども課→保護者）可の場
合は医療的ケア関係書類も送付 

(8) 入所申込書類の提出 保護者→こども課  

(9) 保育の利用調整 こども課→保護者 入所園決定 

(10) 入所説明会 保護者・実施施設 
通常の入所説明会に参加 
個別面談日程の調整 

(11) 医療的ケアに関する個別面談 保護者→実施施設 
面談時に医療的ケア関係書類を実施施設に
提出 

(12) 医療的ケアに必要な物品の提供 保護者→実施施設  
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２ 利用相談から利用開始までの流れ 

⑴  利用相談 

本ガイドラインに基づいて、医療的ケア児の受入れに関する手続きの流れ、実施施

設の見学について説明し、体験保育に必要な「医療的ケア実施申込書（第１号様

式）」「医師の意見書（第６号様式）」「児童の状況調査票」を保護者へ配付します。 

なお、「医師の意見書（第６号様式）」の作成には時間を要するため、早めに準備を

開始します。※受診料や文書料等は、保護者負担とします。 

 

 ⑵ 施設見学 

   施設によって保育方針や医療的ケアを実施する環境が異なりますので、保育を希望す

る施設を事前に見学し、確認してください。 

 

(3) 体験保育に係る書類の提出 

こども課は、以下の書類を保護者から受領し、「医師の意見書（第６号様式）」にお

いて集団保育が適当とされていることを確認します。その後、実施施設に書類を送付

します。 

・医療的ケア実施申込書（第 1 号様式） 

・医師の意見書（第６号様式） 

・児童の状況調査票 

※こども課は写し（コピー）を実施施設に送付し、原本を保管します。 

 

⑷ 体験保育オリエンテーションの日程連絡 

実施施設はこども課から書類が届き次第、関係機関と調整のうえ、体験保育オリエンテー

ションと体験保育実施日の日程案を保護者に連絡し日程調整を行います。 

 

⑸ 体験保育オリエンテーション 

   実施施設は体験保育の実施にあたり、保護者に内容説明を行います。 

 

 ⑹ 体験保育の実施（７月～９月の間で概ね続けて３回程度） 

体験保育は、指定された日時に保護者同伴で職員と面談しながら施設での生活や集団

保育の様子を知っていただくとともに、児童が集団生活を体験します。体験保育中の医

療的ケアは保護者が実施します。 

 

⑺ 集団保育の可否の検討 

   市が開催する就園支援会議において、「医師の意見書（第６号様式）」や実施施設での

体験保育の様子も参考に、支援内容や保育所等での集団保育の可否について検討し、「医
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療的ケア実施承認通知書（第２号様式）」または「医療的ケア実施不承認通知書（第３号

様式）」をこども課から郵送します。 

   ※承認となった場合でも、この段階で入所が決定したわけではありません。 

   なお、検討の結果、保育所等での集団保育が難しいと判断された場合は、別の支援策

を検討し、結果を通知する際、担当機関から連絡します。 

 

⑻ 入所申込書類の提出 

   保育所等での集団保育が可能と判断された場合には、こども課から⑺の「医療的ケア

実施承認通知書（第２号様式）」とともに、入所申込に必要な書類一式を郵送します。 

   保護者は市が指定する期日までに入所申込に必要な書類をこども課へ提出します。 

 

 (9)保育の利用調整 

   実施施設の受入枠を超える申し込みがあった場合は、「藤枝市保育利用調整基準」に照

らして指数（優先度）が高い人から入所候補者として内定し、こども課から承諾通知を

郵送します。 

 

 (10)入所説明会 

   保育に必要な物品や実費徴収など、保育に向けた入所説明会に参加します。 

併せて、医療的ケアに関する詳細な聞き取りを行うため、保護者と個別面談の日程を

調整し、決定します。 

 

 (11)医療的ケアに関する個別面談 

個別面談では体験保育終了後から現在までの児童の家庭での様子を確認し、最終確認及び

調整を行います。 

 

(12)医療的ケアに必要な物品の提供 

保護者は、実施施設において保育中の医療的ケアに必要となる物品等を実施施設に提

供し、使用後の物品等については、家庭に持ち帰ります。 
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第３章 入所後の継続等 

１ 医療的ケアの継続審査について 

⑴  実施施設は、次年度の継続認定の際に保護者に保育の必要性の確認書類に加え、「医

療的ケアに関する医師の指示書（第７号様式）」（以下、「医師の指示書」という）の提

出を求め、実施する医療的ケアの継続について、児童の健康状態等を勘案し、市と連携

して関係機関に意見を求めます。 

 ⑵ 「医師の指示書（第７号様式）」の内容や関係機関の意見を参考に、引き続き集団保育

が可能で同一の医療的ケアが必要であると認められた場合、市は継続して保育認定を行

います。 

 

２ 入所後における医療的ケアの内容変更について 

 ⑴ 医療的ケア児の病態の変化に応じ、医療的ケアの内容に変更が生じた場合、保護者は

改めて必要な書類を実施施設に提出します。但し、利用日数の変更のみで、医療的ケア

の内容に変更がなく「医師の指示書（第７号様式）」の内容に変更がない場合は、「医師の

指示書（第７号様式）」の提出は不要とします。   

 ⑵ 実施施設は、市と連携して「医療的ケア実施申込書（第１号様式）」、「医師の意見書（第

６号様式）」を基に、関係機関に意見を求め、市は必要に応じて就園支援会議を開催し、

保育所等での集団保育の可否について検討します。 

 ⑶ 実施施設が実施可能な医療的ケアの内容の場合、市は改めて「医療的ケア実施承認通

知書（第２号様式）」を保護者へ郵送し、継続認定の手続きを行います。なお、実施施設

が実施不可能な医療的ケアの場合は、原則として退所となります。 

 ⑷ 医療的ケアが終了となる場合、保護者は「医療的ケア終了届（第５号様式）」を実施施

設に提出し、医療的ケア児の健康状態等を確認し、通常の保育利用となります。 

 

３ 長期欠席について 

 ⑴ 病気治療の入院など、やむを得ない理由を除き、登園しない日が１ヶ月以上続いた場

合は、原則として退所となります。ただし、医療的ケア児の疾患により健康状態が不安

定になりやすいことを考慮します。 

 ⑵ 長期欠席後に登園が可能となった場合、実施施設は保育所等における集団保育の再実

施について、必要に応じて関係機関に意見を求めます。 
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第４章 医療的ケアの実施体制等 

１ 医療的ケアの安全実施体制 

 ⑴ 医療的ケア実施に関する情報の共有 

   実施施設は、「医師の意見書（第６号様式）」及び「医師の指示書（第７号様式）」の内

容を確認し、主治医等の助言を受け、医療的ケアを実施します。医療的ケアに関する情

報は、実施施設の職員間で共有します。 

   また、医療的ケアの実施に当たり、施設長（施設管理者・園長）は、医療的ケアの安全

実施をマネジメントする体制を構築します。 

 ⑵ 実施施設関係者の役割 

   児童が実施施設で安全に医療的ケアを受けながら、集団保育の中で快適に過ごせるよ

うに、施設長、保育士、看護師等の職員、嘱託医等が連携・協働します。 

  ① 施設長は、医療的ケア児の保育及び医療的ケアの安全実施のマネジメント、職員育

成等を行います。 

  ② 保育士は、保育所看護師及び保護者と連携して日々の児童の健康状態を把握し、集

団保育を行い、保育所での生活の状況を保護者に報告します 。 

  ③ 看護師は、保育士及び保護者と連携して児童の健康状態を把握します。また、「医師

の指示書（第７号様式）」に基づき、保護者の理解及び同意のもと、保育士と相互に協

力し、安全に医療的ケアを実施します。医療的ケアの実施状況と健康状態について、

保護者に報告します。 

  ④ 嘱託医は、児童の健康診断を行います。また、必要に応じて主治医や専門機関等と

連携し、職員への助言等を行います。 

 ⑶ 衛生管理 

  ① 実施施設は、医療的ケアの実施場所について、衛生状態が保てるよう環境の整備を

行います。 

  ② 児童が使用する医療的ケアの物品・備品等については、登園時等に保護者から受け

取り、申し合わせを行った上で衛生的に保管・管理します。 

 ⑷ 文書管理 

   医療的ケア児の保育及び医療的ケアの実施に関する文書は、実施施設において必要期

間保管します。 

 

２ 緊急時の対応 

 ⑴ 実施施設は、医療的ケア児の健康管理・事故防止のため、主治医及び嘱託医の協力の

もとに保育を実施します。 

 ⑵ 緊急時の対応は、実施施設で定めている「医師の指示書（第７号様式）」や事故対応マ
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ニュアル等の流れに沿って対応します。 

 ⑶ 実施施設は、緊急時の対応について、事前に十分な説明を行い、保護者から同意を得

ます。 

 ⑷ 保護者は、児童の体調が悪化した等の理由により、実施施設が保育の継続が困難と判

断した場合には、実施施設からの連絡により、利用時間の途中であっても保護者等が児

童の引き取りをします。なお、病院搬送を行った場合は病院に直行します。 

 

３ 職員の研修 

  実施施設は、医療的ケア児の発達過程や疾病の状況等を踏まえ、安全かつ適切に医療的

ケアを提供するために、医療的ケア児に関わる可能性がある職員が必要な知識や技術を身

につけられるよう、研修等の機会の確保に努めます。 
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第５章 保護者の了承事項 

１ 保育の利用 

 ⑴ 保育の利用日及び利用時間は、月曜日から金曜日（土日、年末年始、祝日を除く）の８

時 30 分から 16 時 30 分（看護師が対応可能な時間帯）の間を原則とします。 

 ⑵ 医療的ケア児の症状や看護師・保育士の配置状況により、保育の利用時間が限定され

る場合があります。 

 ⑶ 看護師が不在の日は、保育の利用ができない場合があります。 

 

２ 医療的ケア 

 ⑴ あらかじめ主治医を受診し、保育において児童に必要な医療的ケアについての「医師

の意見書（第６号様式）」及び「医師の指示書（第７号様式）」を提出する必要がありま

す。実施施設は、緊急時の対応等に関しての指導・助言が必要な場合に、実施施設の担当

者が保護者の受診等に同行し、主治医と相談を行う場合があります。 

 ⑵ 実施施設は、保護者から提出された「医師の意見書（第６号様式）」「医師の指示書

（第７号様式）」、その他参考様式に基づいて医療的ケア及び緊急時の対応を実施しま

す。 

 ⑶ 実施施設において医療的ケアを実施するに当たって、必要文書の発行に要する費用等、

医療的ケアの実施手続に要する経費については保護者負担となります。 

 ⑷ 保護者は、保育所等での医療的ケアを看護師に一任するとともに、医療的ケアの実施

に必要な医療機器、医療用具、医薬品及び消耗品等を不足なく準備、点検及び整備し、登

園時、看護師に受け渡します。また、使用後の物品は原則家庭に持ち帰ります。 

⑸ 医療的ケアに該当しない内容であっても、ケアに関連する内容の変更、追加事項につ

いては、事前に実施施設と共有・了解のうえで、実施します。 

 

３ 慣らし保育 

  児童が新しい環境に慣れるとともに医療的ケアを安全に実施するために、初日から一定

の期間、保護者付き添いのもと登園となる場合があります。期間及び保育時間については、

施設長と相談の上定め、児童の様子や状態によっては、この間の保育時間の短縮や期間が

延長・短縮される場合があります。 

 

４ 体調管理及び保育の利用中止等 

 ⑴ やむを得ない事情により看護師が勤務できない場合には、保護者等に保育中の医療的

ケアが実施できない旨を説明し、保護者等に付き添いをお願いすることがあります。ま

た、保育中の医療的ケア実施の体制が取れない場合は、保育の利用ができないことがあ



- 10 - 
 

ります。 

 ⑵ 登園前には健康観察を行ってください。顔色、動作、食欲、体温等がいつもと違い、体

調が悪いときには、保育の利用を控えてください 。 

 ⑶ 保育中に発熱、下痢、嘔吐、けいれん等の体調不良が見られた場合や、熱がなくても

感染症の疑いがある場合は、保護者等に連絡するため、必ず連絡が取れるようにしてく

ださい。また、体調不良により保育の継続が困難と判断した場合には、利用時間の途中

であっても保育の利用を中止し、保護者等による児童の引き取りをお願いします。 

 ⑷ 集団保育の場では、感染症にかかるリスクが高くなることも予想されます。実施施設

内で感染症が一定数以上発生した場合、実施施設からの情報により、保護者等が保育を

利用するかどうか判断してください。また、施設長の判断で保育の利用を控えていただ

く場合があります。 

 ⑸ 実施施設が必要と認める時には、主治医等を受診してください。なお、その費用は保

護者等の負担となります。 

 

５ 緊急時及び災害時の対応等 

 ⑴ 児童の症状に急変が生じ、施設長が緊急事態と判断した場合や、その他必要な場合に

は、事前の打ち合わせで取り決めた医療機関等に連絡を行い必要な措置を講じます。同

時に、児童の保護者等に連絡を行います。また、保護者等へ連絡する前に児童を医療機

関等に搬送し、受診又は治療が行われることがあります。なお、それに伴い生じた費用

は保護者等の負担となります。 

⑵  挿入物の事故抜去等の緊急時については、「医師の指示書（第７号様式）」に基づいて

対応します。 

 ⑶ 医療的ケアの他に必要な服薬がある場合は、必要な薬剤を用意してください。なお、

消費期限等の管理及び保管方法は、保護者の責任の下で行ってください。 

 ⑷ 災害時対策として、万が一保護者等が迎えに来られないことがある可能性を想定し、

３日分の薬と食事（栄養剤）および医療的ケアに使用な物品について、保護者が定期的

に持参し、施設内にストックします。 

  

６ 退所等 

 ⑴ 医療的ケア児の病態の変化等により、実施施設が実施不可能な医療的ケアが必要にな

った場合は、原則として退所となります。 

 ⑵ 実施施設の人員、施設又は設備の状況により、安全な保育が実施できない場合は、当

該保育所等での医療的ケア児の受入れができなくなる場合があります。 

 

７ 情報の共有等 

 ⑴ 医療的ケア児に対して安心安全な保育を提供するために、保護者から提出された申
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請内容等について関係機関と共有します。また、入園前に通園施設があった場合は、医

療的ケアの処置方法の確認のため、通園施設を訪問することがあります。 

 ⑵ 医療的ケアが必要な児童の状況について、集団保育を実施するうえで必要なことは、

プライバシーに配慮しながら、必要最低限の個人情報について他の児童の保護者との間

で共有する場合があります。 

⑶ 医療的ケア児の就学に際し、円滑な就学に向けて必要な支援を実施するため、実施施

設から小学校等へ情報提供を行います。 

 

８ その他 

  「第５章 保護者の了承事項」１～７のほか、実施施設との間で取り決めた事項を順守

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式集 

第１号様式 医療的ケア実施申込書【保護者】→【市】 

 

第２号様式 医療的ケア実施承認通知書【市】→【保護者】 

 

第３号様式 医療的ケア実施不承認通知書【市】→【保護者】 

 

第４号様式 医療的ケア児の保育に関する同意書【保護者】→【市】 

   

第５号様式 医療的ケア終了届【保護者】→【実施施設】→【市】 

   

第６号様式 医療的ケアに関する医師の意見書【主治医】→【保護者】→【市】 

  

第７号様式 医療的ケアに関する医師の指示書【主治医】→【保護者】→【園】 

                  

 

■その他参考様式 

・医療的ケアに関する実施手順書【保護者】 

  

・医療的ケアに関するリスク対応表【保護者】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 改訂記録 

令和 6 年 2 月作成 

令和 8 年 3 月改訂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第１号様式 

 

医療的ケア実施申込書 

年  月  日 

藤枝市長 宛 

申請者（保護者）住所 

氏名 

電話 

 

 

実施施設での医療的ケアの実施について、次のとおり申し込みます。なお、関係機関で必

要な情報共有が行われることに同意します。 

 

 

１ 保育所等での医療的ケアの実施を申し込む児童 

ふりがな 

氏  名 
 

生年月日  年 月 日 

年  月  日現在  歳 

 

 

２ 連絡先 ※連絡順に記入 

 続柄 氏 名 電話番号 

１    

２    

３    

４    

 

 

３ 保育所等での実施を申し込む医療的ケア 

□ 経管栄養（経鼻、胃ろう、腸ろう） 

□ 喀痰吸引（口腔、鼻腔、気管カニューレ内） 

□ 導尿 

□ その他（                                ） 

 

 

 

 

 



 

 

第２号様式 

 

藤 第    号 

年  月  日 

（保護者名）         様 

藤枝市長    

 

 

医療的ケア実施承認通知書 

 

    年  月  日付けで申請のありました医療的ケアの実施について、次のとおり承認

しましたので通知します。 

 

１ 対象児童 

フ リ ガ ナ  
生 年 月 日 

 

氏 名  

住 所  

 

２ 承認内容 

医 療 的 ケ ア 内 容  

そ の 他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第３号様式 

 

藤 第    号 

年  月  日 

（保護者名）         様 

藤枝市長    

 

 

医療的ケア実施不承認通知書 

 

    年 月 日付けで申請のありました医療的ケアの実施について、次のとおり不承認と

しましたので通知します。 

 

１ 対象児童 

フ リ ガ ナ  
生 年 月 日 

 

氏 名  

住 所  

 

２ 支援について 

 保育所等での集団保育については、残念ながら不承認となりました。今後の支援につきま

しては、下記担当からご連絡させていただきます。 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第４号様式 

藤枝市長 宛 

医療的ケア児の保育に関する同意書 

１ 保育の利用 

⑴  保育の利用日及び利用時間は、月曜日から金曜日（土・日、年末年始、祝日を除く）の８時 30

分から 16 時 30 分（看護師が対応可能な時間帯）の間を原則とします。 

 ⑵ 医療的ケア児の症状や看護師・保育士の配置状況により、保育の利用時間が限定される場合が

あります。 

 ⑶ 看護師が不在の日は、保育の利用ができない場合があります。 

２ 医療的ケア 

⑴  あらかじめ主治医を受診し、保育において児童に必要な医療的ケアについての「医療的ケアに

関する医師の意見書（第６号様式）」（以下「医師の意見書」という）及び「医療的ケアに関する

医師の指示書（第７号様式）」（以下「医師の指示書」という）を提出する必要があります。継続

利用の場合は「医師の指示書（第７号様式）」の提出のみで可とします。なお、緊急時の対応等

に関して指導・助言が必要な場合には、実施施設の担当者が保護者に同行し、主治医との相談を

行う場合があります。 

 ⑵ 実施施設は、保護者から提出された「医師の意見書（第６号様式）」及び「医師の指示書（第７

号様式）」、その他の参考様式に基づいて医療的ケア及び緊急時の対応を実施します。 

 ⑶ 実施施設において医療的ケアを実施するに当たって、必要文書の発行に要する費用等、医療的

ケアの実施手続に要する経費については保護者負担となります。 

 ⑷ 保護者は、保育所等での医療的ケアを看護師に一任するとともに、医療的ケアの実施に必要な

医療機器、医療用具、医薬品及び消耗品等を不足なく準備、点検及び整備し、登園時、看護師に受

け渡します。また、使用後の物品は原則家庭に持ち帰ります。 

 ⑸ 直接、医療的ケアに該当しない内容であっても、ケアに関連する変更、追加事項については、事

前に実施施設と共有・了解したうえで、行うようにします。 

３ 慣らし保育 

  児童が新しい環境に慣れるとともに医療的ケアを安全に実施するために、慣らし保育を実施しま

す。初日から一定の期間、保護者付き添いのもと登園となる場合があります。期間及び保育時間に

ついては、施設長と相談の上定め、児童の様子や状態によっては、この間の保育時間の短縮や期間

が延長・短縮される場合があります。 

４ 体調管理及び保育の利用中止等 

 ⑴ やむを得ない事情により看護師が勤務できない場合には、保護者等に保育中の医療的ケアが実

施できない旨を説明し、保護者等に付き添いをお願いすることがあります。また、保育中の医療

的ケア実施の体制が取れない場合は、保育の利用ができないことがあります。 

 ⑵ 登園前には健康観察を行ってください。顔色、動作、食欲、体温等がいつもと違い、体調が悪い

ときには、保育の利用を控えてください 。 

 ⑶ 保育中に発熱、下痢、嘔吐、けいれん等の体調不良が見られた場合や、熱がなくても感染症の疑

いがある場合は、保護者等に連絡するため、必ず連絡が取れるようにしてください。また、体調不

良により保育の継続が困難と判断した場合には、利用時間の途中であっても保育の利用を中止し、



 

 

保護者等による児童の引き取りをお願いします。 

⑷ 集団保育の場では、感染症にかかるリスクが高くなることも予想されます。実施施設内で感染

症が一定数以上発生した場合、実施施設からの情報により、保護者等が保育を利用するかどうか

判断してください。また、施設長の判断で保育の利用を控えていただく場合があります。 

 ⑸ 実施施設が必要と認める時には、主治医等を受診してください。なお、その費用は保護者等の負

担となります。 

５ 緊急時及び災害時の対応等 

 ⑴ 児童の症状に急変が生じ、施設長が緊急事態と判断した場合や、その他必要な場合には、事前

の打ち合わせで取り決めた医療機関等に連絡を行い必要な措置を講じます。同時に、児童の保護

者等に連絡を行います。また、保護者等へ連絡する前に児童を医療機関等に搬送し、受診又は治

療が行われることがあります。なお、それに伴い生じた費用は保護者等の負担となります。 

 ⑵ 挿入物の事故抜去等の緊急時については、「医師の意見書（第 6 号様式）」及び「医師の指示書

（第７号様式）」に基づいて対応します。 

 ⑶ 医療的ケアの他に必要な服薬がある場合は、必要な薬剤を用意してください。なお、消費期限等

の管理及び保管方法は、保護者の責任の下で行ってください。 

 ⑷ 災害時対策として、万が一保護者等が迎えに来られないことがある可能性を想定し、３日分の

薬と食事（栄養剤）、医療的ケアの使用物品も定期的に保護者に持参をお願いし、施設内に備蓄さ

せていただきます。 

６ 退所等 

 ⑴ 医療的ケア児の病態の変化等により、実施施設が実施不可能な医療的ケアが必要になった場合

は、原則として退所となります。 

 ⑵ 実施施設の人員、施設又は設備の状況により、安全な保育が実施できない場合は、当該保育所等

での医療的ケア児の受入れができなくなる場合があります。 

７ 情報の共有等 

 ⑴ 医療的ケア児に対して安心安全な保育を提供するために、保護者から提出された申請内容等に

ついて関係機関と共有します。また、入園前に通園施設があった場合は、医療的ケアの処置方法の

確認のため、通園施設を訪問することがあります。 

 ⑵ 医療的ケアが必要な児童の状況について、集団保育を実施する上で必要なことは、プライバシ

ーに配慮しながら、必要最低限の個人情報について他の児童の保護者との間で共有する場合があ

ります。 

 ⑶ 医療的ケア児の就学に際し、円滑な就学に向けて必要な支援を実施するため、実施施設から小

学校等へ情報提供を行います。 

８ その他 

  「第５章 保護者の了承事項」１～７のほか、実施施設との間で取り決めた事項を遵守してくだ

さい。 

 

上記の各項目について同意します。 

       年   月   日    保護者署名：             

 



 

 

第５号様式 

 

医療的ケア終了届 

 

 

 このことについて、実施施設に通園する児童に対して、実施施設での医療的ケアの実施が

不要となりましたので、実施施設での医療的ケアを終了することを届け出ます。 

 

 

 対象児童 

   

保育施設名  

児童氏名  生年月日      年  月  日  歳 

医療的ケア 

の内容 
 

住所  

電話番号  

 

 

  藤枝市長 宛 

 

 

年  月  日 

 

保護者署名：               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　氏名 生年月日

　　　

 病状・経過

□定期受診：　　　月・週ごと

□手術予定（有・無） □検査入院予定（有・無）

　受診状況 □過去1年間の入院歴 年   ⽉頃〜  年   ⽉頃
□服薬（有・無）内容：

 □酸素療法 ： （　　　　　/min）　（ 時頃・ 午睡時・ 運動時・  その他   ）
 □吸入   時頃
　□喀痰吸引 ： 口腔・鼻腔・気管口　（ 時頃・ 本人の訴え時・ 随時 ）

： 経鼻・胃ろう・腸ろう（   時頃 時頃 時頃 ）
　□導尿 　　　　　　　　（ ①  時頃 ②  時頃  ）
　□その他 ( )

□ 無  □有：アレルゲン（　　　　　）症状（　　　　　　　　　　　）アレルギー

第６号様式（表）

　　　　　　　

　　年  　月　　日（　　歳）

診断名

 （基礎疾患名）

現
在
の
状
況
　
＊
該
当
項
目
に
レ
点
チ

ェ
ッ
ク
及
び
記
入

　

　　　　必要な医療的ケア（9：00～15：30までの間に医療的ケアを実施する時間)

　□経管栄養

　　　　　　医療的ケアに関する医師の意見書

□   □好ましくない
□

　□ 部分的に必要 　　□ 常に必要

　□ 部分的に必要 　　□ 常に必要

□ 制限なし：同年齢園児と同じ強度・速度の生活および運動が可能

□ 制限なし：本園児のペースで発達に応じた生活および運動が可能

□ 制限あり：

＊年齢別の活動内容については裏面を参照

　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　電話・ＦＡＸ

　　　　　　　　　　医師名

緊急時の対応

　記入日　　　年　　月　　日　　　  　　　医療機関名

保
育
に
つ
い
て

集団保育の中での生活

保育上の配慮

職員の付き添い

保育の制限

保育上必要とする
特別な配慮内容

必要としない　　　　□　部分的に必要　　　　　□　常に必要

保育士

看護師        部分的に必要　　　　常に必要

大きい集団で可　　□10名未満の小集団は可



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　
＊以下の表は一般的な保育活動です。活動可能な項目にチェックを入れてください。

0歳児 1歳児 3歳児 4歳児 5歳児
□はいはいで移動 □砂遊び □砂遊び □砂遊び □砂遊び □砂遊び

□手指を使う遊び □室内遊び □室内遊び □室内遊び □室内遊び □室内遊び

□滑り台をすべる □滑り台をすべる □滑り台をすべる

□コンビカーを □散歩(往復10分程度) □散歩(往復30分程度) □散歩(往復40分程度) □散歩(往復50分程度) □散歩(往復60分程度)

   押して歩く □コンビカーで進む □階段の昇り降り □鉄棒 □鉄棒 □鉄棒

□マットの山の □リズムに合わせて □三輪車に乗る □ジャングルジムを □ジャングルジムを □ジャングルジムを

    登り降り    身体を動かす       登る       登る 　　　　　　登る

□ブランコ □ブランコ □ブランコ

□水遊び □水遊び □水遊び
□泥んこ遊び □泥んこ遊び

□歩く □階段の昇り降り □走る □走る・⻤ごっこ □走る・⻤ごっこ □走る・⻤ごっこ

□水遊び □水遊び □水遊び □泥んこ遊び □プール遊び □プール遊び

□体が揺れる動き □泥んこ遊び □泥んこ遊び □プール遊び □リズム遊び □リズム遊び

□走る □高いところから □高いところから □マット遊び □マット遊び

    飛び降りる     飛び降りる □とび箱 □とび箱

□リズム遊び □リズム遊び □縄跳び □縄跳び

□マット遊び □ドッジボール □ドッジボール

□サッカー □サッカー

     

□シャワー □遠足（徒歩）
□身体を拭く（上半身裸） □遠足（バス）
□足浴 □運動会
□素足での活動（室内・屋外） □その他の確認したい行事（山登り・マラソン）

□通常保育時間（8時間）
□保育時間数の制限が必要（  時間）

第６号様式（裏）

保
育
時
間

２歳児

行
事
等

軽
い
運
動

中
程
度
の
運
動

強
い
運
動

生
活

3歳以上児全園児

   　　　　          　　　活動内容（医療的ケアが必要な園児の保育のめやす）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　氏名 生年月日 　　　年　　月　　日（　　才）

気管カニューレの種類（　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　サイズ（　　　）Fr.

□　気管カニューレのカフ　(  有  ・　無　）   カフのエアー量（　　　）ml

　注意点など（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　

□　吸引

　吸引カテーテルのサイズ（　　　）Fr.　　吸引圧（　　　）㎝H2O以下

　吸引カテーテル挿入の長さ（　　　）㎝

　注意点など（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　
□　吸入

　実施時間（　　　：　　　）（　　　：　　　）（　　　：　　　）（　　　：　　　）

　吸入薬内容・量（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

  酸素流量（　　　　）L/分　　　

  SPO2（　　　　）％以下の場合（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

  注意点など（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　  □　胃ろう　　　　□腸ろう

□　栄養剤注入

□水分注入実施時間（　　　:　　　)　（　　　：　　　）

　栄養剤　実施時間（　　　:　　　)　（　　　：　　　）

 
□
　
経
管
栄
養

クラス名

診断名

現
在
の
状
況
　
　
＊
該
当
項
目
に
レ
点
チ

ェ
ッ
ク
及
び
記
入

　内容・量（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　注入時間（　　分～　　分）

　□胃残量が（　　　）ml未満の時は、そのまま予定量を注入する。

　□胃残量が（　　　）ml以上（　　　）ml未満の時（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□胃残量が（　　　）ml以上（　　　）ml未満の時（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□胃残量が（　　　）ml以上の時（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□
 
気
管
カ
ニ

ュ
ー

レ

□

酸
素
管
理

　注意点など（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

第７号様式（表）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         

　□胃残量が（　　　）ml以上の時（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□胃残の色に異常がある（褐色・黄色・緑色）場合は（　　　　　　　　　　　　　）

　□その他、胃残の性状に異常がある場合の対応

　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　内容（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　注入時間（　　分～　　分）

　□胃残量が（　　　）ml未満の時は、そのまま予定量を注入する。

　□その他、胃残の性状に異常がある場合の対応

　□胃残の色に異常がある（褐色・黄色・緑色）場合は（　　　　　　　　　　　　　）

　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　医療的ケアに関する医師の指示書

＜種類＞　□　鼻腔留置チューブ　サイズ（　　　）Fr.　　　挿入長さ（　　）㎝　　



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７号様式（裏）
 

　注意点など（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□　実施時間の指定あり（　　　：　　　）（　　　：　　　）　　□　指定なし（適宜）

　対処方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　注意点など（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　詳細は以下に記入

　　　記入日　　　　年　　月　　日　　　　　　医療機関名

住所

電話・ＦＡＸ

医師名

現
在
の
状
況
　
　
＊
該
当
項
目
に
レ
点
チ

ェ
ッ
ク
及
び
記
入

□
導
尿

□
そ
の
他

ケアの内容（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

上記のとおり、指定された医療的ケアの実施を指示いたします。

　実施時間（　　　：　　　）（　　　：　　　）（　　　：　　　）（　　　：　　　）

　カテーテルの種類（　　　　　　　　　　　　　　　）　サイズ（　　　）Fr.

　尿道に挿入する長さ（　　　　）㎝　　用手圧迫（　可　・　不可　）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


